
                

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 
入札申請関係書類 

 

① 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書 

② 入札公告（写し） 

③ 入札説明書 

④ 仕様書 

⑤ 仕様確認申込書、入札内訳書、質問書 

⑥ 入札書 

⑦ 見積書（入札不調時協議用） 

⑧ 委任状 

⑨ 入札の注意事項 

⑩ 提出書類の注意事項 

⑪ 契約書（ひな型） 

⑫ 誓約書（２種類） 

⑬ 誓約書（様式８号関係） 

              

      

    
 

＜ 担 当 ＞ 

                      兵庫県出納局物品管理課 物品班 児玉 

                      〒650－8567 

                      神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

                      電話 078－341－7711（内線75787） 

 

 

 

※ 物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されていない方は、入札説明書の記載のとおり、物品関

係入札参加資格申請書を上記①の申請書とともに、期限までに提出願います。 

  なお、提出書類に不備等がある場合は、認定に時間を要することがありますので、なるべく早めに提

出してください。 

※ 物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている方は、上記①の申請書に、物品関係入札参加

資格審査結果通知書の写しを添付の上、期限までに提出願います。 



様式第２号 

 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 

兼 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 
 

 

令 和   年   月   日 

 

 

契約担当者 

兵庫県知事 齋藤 元彦 様 

 

 

所 在 地 
  

商号又は名称 
  

代 表 者 名           
  

電 話 番 号 
  

メールアドレス 

 

 

公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類

を添えて入札申込みします。 
 

なお、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと及び添付書類

の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 入札件名 備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 

 

２ 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し） 

 

  ３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者を以下のとおり届け出ます。 

 

所属部署名：               職・氏名：              

※下記枠内は記入しないでください 

 

 

 

 

 

４ 連絡先（担当者） 
 

所 属：                 電 話：    －    －     
 

氏 名：                 ＦＡＸ：    －    －     

 

執行者 立会人 確認書類 

   

 



















仕 様 書

１ 購入品目・購入数量

番号 物 品 名 数 量

１ 気化式冷風機 60台

２ 納入期限

令和９年２月26日（金）

ただし、三木総合防災公園陸上競技場内備蓄倉庫及び兵庫県災害対策センターの納品

については、令和８年７月31日（金）までを期限とする

３ 納入場所

(1) 三木総合防災公園陸上競技場内備蓄倉庫（三木市志染町三津田1708）：25台

(2) 播磨科学公園都市内備蓄倉庫（赤穂郡上郡町光都3-9-2） ：10台

(3) 淡路ふれあい公園内備蓄倉庫（南あわじ市広田広田1473-12） ：10台

(4) 但馬空港内備蓄倉庫（豊岡市岩井字湯船1492-3） ：10台

(5) 兵庫県災害対策センター（神戸市中央区中山手通6-2） ：５台

４ 例示品

メーカー：静岡製機株式会社 品名：RKF506α

５ 同等品

同等品を申請する場合は、同等品の承認には現物の確認を必須とする

６ 規 格

①気化式冷風機であること

②電源は単相100Ｖであること

③消費電力は360Ｗ～500Ｗであること

④運転音は最大66dBであること

⑤本体サイズはＨ1580㎜×Ｗ700㎜×Ｄ700以下であること

⑥本体重量は75㎏以下であること

⑦水タンクの貯水量は50Ｌ以上であること

⑧風向は左右・上下各40°であること、またオートスイング機能が付いていること

⑨風量は毎分最大150㎥であること、またワンタッチで３段階の切り替えが可能なこと

⑩安全装置として過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護がされていること

⑪自動的に停止する（１時間・４時間・８時間）オフタイマー機能が付いていること

⑫冷却エレメント乾燥後の自動停止モードが付いていること

⑬消臭バッグや冷却エレメントの交換を知らせる機能が付いていること



⑭キーロック機能が付いていること

⑮安全のため吹出し口に指が入らない構造になっていること、また専用のボールガー

ドを装着できること

⑯本体の材質は鋼板でできており堅牢性を有すること

⑰清掃が容易なように水を入れるタンクは着脱可能なこと

⑱付属品として「専用収納カバー」「ボールガード」「消臭バック」「水受けトレ

ー」があること

また冷却エレメントは、５台毎に１個付属すること（合計12個）

⑲商品は日本製であること

７ その他の事項

・納入時には、危機管理部災害対策課担当者の立会を要し、その指示に従うことし、

落札業者又はメーカー立会のもと商品説明を行うこと

・納品後おおよそ１年をめどに製品の点検を行うこと

・支払いは県による検収完了後、受託者からの請求に基づいて一括して支払う



仕 様 書

１ 購入品目・購入数量

番号 物 品 名 数 量

１ 災害用暖房機器 60台

２ 納入期限

令和９年２月26日（金）

３ 納入場所

(1) 三木総合防災公園陸上競技場内備蓄倉庫（三木市志染町三津田1708）：30台

(2) 播磨科学公園都市内備蓄倉庫（赤穂郡上郡町光都3-9-2） ：10台

(3) 淡路ふれあい公園内備蓄倉庫（南あわじ市広田広田1473-12） ：10台

(4) 但馬空港内備蓄倉庫（豊岡市岩井字湯船1492-3） ：10台

４ 例示品

メーカー：静岡製機株式会社 品名：ほかっとSE200α

５ 同等品

同等品を申請する場合は、同等品の承認には現物の確認を必須とする

６ 規 格

①遠赤外線灯油ヒーターであること

②電源は単相100Ｖであること

③消費電力は点火時74W～83Ｗ、燃焼時53Ｗ～63Ｗであること

④運転音は最大57dBであること

⑤本体サイズはH1200㎜×Ｗ1600㎜×Ｄ350㎜以下であること

⑥本体重量（タンク空時）は80㎏以下であること

⑦熱出力は15kw～19kwであること

⑧灯油タンクの容量は30Ｌであること

⑨暖房適用面積は木造の場合66㎡～76㎡、コンクリートの場合91㎡～108㎡であること

⑩使用環境温度は－20℃～30℃であること

⑪強弱の２段階切り替えであること

⑫安全装置として対震自動消火、炎監視、過熱防止異常電圧検知、燃焼ファン回転異

常検知 停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知機能があること

また安全のためガード前面に触れても火傷になりにくい植毛塗装が施されているこ

と

⑬本体の材質は鋼板でできており堅牢性を有すること



⑭付属品として「専用収納カバー」「ガードフェンス」があること

⑮ガードフェンスの材質は、鉄製であり錆止め塗装が施されていること

⑯ガードフェンスは本体に固定できること

⑰商品は日本製であること

７ その他の事項

・納入時には、危機管理部災害対策課担当者の立会を要し、その指示に従うことし、

落札業者又はメーカー立会のもと商品説明を行うこと

・納品後おおよそ１年をめどに製品の点検を行うこと

・支払いは県による検収完了後、受託者からの請求に基づいて一括して支払う



会社名：

担当者名：

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

ＭＡＩＬ：

件名：備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入

メーカー 型　番/商　品　名　等 数量

60台

60台

合　　　　　　　計

災害用暖房機器

仕様確認申込書

品　　　目

気化式冷風機

※メーカー・型番等記入のうえ、カタログ等仕様のわかるものを添えて、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提
出してください。



会社名：

件　　名 ： 備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入

備　　　考

（メーカー ： )

（品名・型番 ： )

（メーカー ： )

（品名・型番 ： )

計

※　応札する物品のメーカー及び型番等を記入してください。

※　太枠内の金額と、入札金額とが一致することをご確認のうえ、添付してください。

60 台

0

気化式冷風機

0 0

災害用暖房機器

0 0

台

入札内訳書

品　　目　（　品　　名　） 数　量 単価（円・税別） 金額（円・税別）

60



会社名

担当者名

電話

FAX

MAIL

案件名

番号

※仕様等に関して質問があれば記入のうえ、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出してください。

仕様等に関する質問書

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県記入欄）



  

物 品 入 札 書 
 
   件    名   備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 

 

入 札 金 額    ￥                   

                           （消費税及び地方消費税別） 

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖

房機器） 
一式 ― 

  

 
    

計 
    

  

   設 置 場 所   仕様書のとおり 

 

納 入 期 限   令和８年７月31日（金）他 

 

 

  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

  令和  年    月    日 

 

 

  兵庫県契約担当者 

      兵 庫 県 知 事 様 
 

住 所   

 

商号又は名称   

 

代表者氏名                 

 

代理人氏名                 

 

電 話 番 号                 

 

メールアドレス                 

 



 

物 品 入 札 書 
 
   件    名   備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 

 

入 札 金 額    ￥                   

                           （消費税及び地方消費税別） 

 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖

房機器） 
一式 ― 

  

 
    

計 
    

  

   納 入 場 所   仕様書のとおり 

 

納 入 期 限   令和８年７月31日（金）他 

 

 

  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 
 

住 所    

 

商号又は名称   

 

代表者氏名                  

 

代理人氏名                  

 

電 話 番 号                  

 

メールアドレス                  

代理人が入札に参加する場合には、代

理人の記名が必要です。 

また、参加申込時に届出が必要です。 

電話番号、メールアドレスは代表者が

所属する部署のものを記載ください。 

※当日は紙による入札参加者全員に本人確認を行います。 

本人確認が可能な写真付公的書類（運転免許証等）を 

持参ください。 

（再入札日ならびに入札不調時の見積が異なる時も同様です） 

記入例 



 

物 品 入 札 書【再入札用】 
 
 

件 名  備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

（消費税及び地方消費税別） 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖

房機器） 
一式 ― 

  

 
    

計 
    

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和８年７月31日（金）他 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）、契約条項及びその

他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 
 

 

住 所   

 

商号又は名称   

 

代表者氏名                  

 

代理人氏名                  

 

電 話 番 号                 

 

メールアドレス                 



 

                                 （入札不調時協議用） 

物 品 見 積 書 
 
   件    名   備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 
 

入 札 金 額    ￥                   

                           （消費税及び地方消費税別） 
 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖

房機器） 
一式 ― 

  

 
    

計 
    

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和８年７月31日（金）他 

 

 

  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 

 

  令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 
 

住 所   

 

商号又は名称   

 

代表者氏名                  

 

代理人氏名                  

 

電 話 番 号                 

 

メールアドレス                 



 

（入札不調時協議用） 

物 品 見 積 書 
 
件 名  備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 
 

入 札 金 額   ￥                      

（消費税及び地方消費税別） 
 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額 摘 要 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖

房機器） 
一式 ― 

  

 
    

計 
    

 

納 入 場 所  仕様書のとおり 

 

納 入 期 限  令和８年７月31日（金）他 

 

上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）、契約条項及びその

他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県契約担当者 

兵 庫 県 知 事 様 

 

住 所   
 

商号又は名称 
 

代表者氏名                  
 

代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス                 

 

 

開札当日に、代理人名義で見積書を作成し提出する場合は、

代理人の記名で見積書を提出してください。 

電話番号、メールアドレスは代表者が

所属する部署のものを記載ください。 



 
 

委任状 
 
 
入札公告されている備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入案件について、

私は下表に記載した者に入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 
 

 
 
 

令和    年   月    日 
 

兵 庫 県 
契約担当者 兵 庫 県 知 事 様 

 
 
 
                住    所 
 
                商号又は氏名 
 
                代表者氏 名           印 
 
                 
                             
 
 
 
 
 
 
 

《連絡先》 
 

部 署 名：                 
 

職・氏名：                 
 

電    話：    －    －     

部署名・職名 氏
ふり

 名
がな

 

  

執 行 者 立 会 人

確 認 書 類

※上記太枠内は記入しないでください。



入 札 の 注 意 事 項（紙による入札の場合のみ） 

 

１ 入札時の本人確認等について 
  入札会場において、顔写真付公的書類を提示していただき、本人確認を行います。 
 

顔写真付公的書類（次のいずれか１つを持参してください。） 
①運転免許証 
②運転経歴証明書（平成 24年４月１日以降交付のもの） 
③旅券（パスポート） 
④個人番号カード（マイナンバーカード） 
⑤在留カード・特別永住証明書 
⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳等） 等 

 
(1) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（様式第２号）（以下「参加申込

書」という。）の「代表者名」に記入した者が入札する場合 
参加申込書の「代表者名」に記入した者の本人確認を行います。 
なお、参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」の記入は不要

です。 
 

(2) 参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者が入札
する場合 
「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者の本人確認を行いま

す。 
なお、委任状の提出は不要です。 

 
(3) 参加申込書の代表者名欄に記入した者が入札する予定であったが、急遽変更となる場

合又は参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者か
ら急遽別の者に変更となる場合 
入札執行者に連絡のうえ、入札前までに県指定様式の委任状（押印あり）を提出して

ください。 
入札会場では、委任を受けた者の本人確認を行います。 

 
２ 入札書について 
(1) 入札書は、同封の「物品入札書」及び「物品入札書【再入札用】」を用意してください。 

うち、「物品入札書」には金額を記入してください（第１回入札用）。 
「物品入札書【再入札用】」には金額欄を未記入としてください（再入札用）。 
 

 (2) 入札金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記入してください。 
※ 入札金額を訂正した入札書は無効となります。 

 
３ 入札内訳書について 

入札書に添付して提出してください。 
なお、再入札用の場合も添付が必要です。 

 
４ 見積書について 

見積書は入札が不調になった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです。 
入札時に誤って見積書を提出しないようご注意願います。 
※ 見積書提出日が再入札日と異なる場合は、開始前に再度本人確認を行います。 

 
５ 消費税及び地方消費税（相当額）について 

入札書・見積書には、消費税及び地方消費税（相当額）は記入しないでください。 
※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 

 



提出書類等の注意事項（紙・電子共通） 

 
 下記に示す書類を、持参により提出して下さい。ただし、１～３、５、６については、兵

庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）による提出が可能です

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）。 
 
１ 入札参加申込み（期限：令和８年６月９日（火）午後４時） 

① 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書 
② 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写し 
③ 返信用封筒（110 円切手を添付の上、宛先を明記すること。） 

  ただし、電子入札システムの利用による入札（以下「電子入札」という。）の場合は、同

システムにより申請を行ってください。このとき、提出書類等の添付ファイルとして、担

当者の氏名、連絡先電話・ＦＡＸ番号の分かるファイル（書式・ファイル形式は問いませ

ん。）を添付してください。一般競争入札参加資格の確認結果については、同システムによ

り通知します。 
  
２ 仕様確認を求める書類等及び質問書（期限：令和８年６月19日（金）午後４時） 
① 仕様確認申込書 
② 仕様を満たしていることを確認できるもの（カタログ等） 
質問がある場合は、「質問書（任意様式）」を提出願います。 

（仕様確認申込書及び質問書は可能な限り様式のファイル（Word 形式,Excel 形式）もあわせて提出

してください） 
電子入札システムにより提出する場合は、令和８年６月９日（火）の参加申込期限まで

に、「証明書等／提案書等」提出機能でカタログ等のファイルを添付（複数ファイルの場合

は１ファイルに圧縮）して送信することにより行ってください。 
なお、添付されるファイルの合計容量が１ＭＢ以下でお願いします。送信できない場合

は、出納局物品管理課まで連絡願います。 
 
３ 入札保証金の納付について（期限：令和８年７月1日（水）正午締切） 

入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額（入札金額に消費税及び

地方消費税相当額を加算して得た額）の 100 分の５未満であるときは、当該入札は無効と

なるので注意してください。 

 

４ 入札日（令和８年７月３日（金）午前11時：兵庫県庁１号館１階入札室、電子入札の場

合を除く。） 
 ① 一般競争入札参加資格確認通知書の写し 
② 入札書及び入札内訳書 ２通（１回目入札用、再入札用） 
③ 出席者の本人確認書類（免許証、パスポート、マイナンバーカードその他官公庁が 
発行した顔写真付公的書類） 
※ 郵送の場合は令和８年７月２日（木）午後５時までに①、②（１回目入札用）の書

類を提出してください。 
＜電子入札の場合＞ 
 電子入札書提出期間：令和８年６月26日（金）午後５時から 

令和８年７月３日（金）午前11時まで（土曜及び日曜日を除く。） 



 

５ 入札額について 
落札決定に当たっては、入札金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価

格（契約金額）とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札額とし

てください。 
 
６ 入札内訳書について 
  入札内訳書は入札書と同時に提出してください。紙で入札する場合は入札書に添付し、
電子入札する場合は作成したファイルを入札書に添付の上、提出してください。 

 

７ 再入札について 

  １回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、入札者又はその代理人の全てが立ち

会っている場合には、直ちに再入札に移行します。  

  ただし「電子入札システム」による入札参加者がある場合は、再入札日時は 令和８年７

月10日（金）午前 11時、入札不調による見積書提出期限は同日を予定しております。 

 （但し、入札参加希望者全者が了解した場合には再入札等を入札日に行う場合があります。） 

なお、郵送での入札参加がある場合には、再入札の日程については、別途設定し、１回

目の入札終了後ご連絡させていただきます。 

 
８ 契約時（落札業者のみ） 

① 契約書  

書面又は電子署名サービスを利用した電子契約（以下「電子契約」という。）のいずれ

かにより作成します。 

ア 書面の契約書の場合 

物品管理課で準備する２通の契約書に記名・押印してください。 

イ 電子契約の場合 

落札後、電子契約利用同意書を電子メールにより提出してください。 

提出後、電子契約の確認依頼が電子メールで届きますので、電子契約サービスによ

り契約書に電子署名を行ってください。 

③  契約保証金 

落札された場合、本契約と同時に、契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当

額を加算して得た額）の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を落札日の翌日から７日（県

の休日は除く。）以内に納付してください。ただし、保険会社との間に県を被保険者と

する履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する場合、「様

式８（第５の 16 関係）誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場

合、契約金額が 200 万円以下の場合は、契約保証金を免除します。 

 
 

※ この注意事項はあくまでも入札希望者の便宜を図るために作成したものですので、各

入札者においては、入札公告・入札説明書・仕様書等を熟読の上、必要書類の作成及び

提出をしてください。 



契 約 書（案） 
 

  １ 品  名       備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器） 

 

  ２ 規格（形式）  仕様書のとおり 

                         

  ３ 数  量    一式 

 

 ４ 契約金額       ￥         － 

    （内 訳）   消費税及び地方消費税の額 ￥         － 

             

  ５ 納入期限     令和８年７月31日他 

 

６ 納入場所     兵庫県災害対策センター及び県内備蓄倉庫４箇所（詳細は仕様書のとおり） 

                        （詳細は仕様書のとおり） 

  ７ 契約保証金    

 

  ８ 納入の方法   兵庫県の指示による 

 

                                        

 兵庫県（以下「甲」という。）と                    （以下「乙」とい

う。）とは、上記物品の納入について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則

を守り、これを履行するものとする。 

 

（総  則） 

第１条 乙は、甲の示す仕様書及び図面又は見本に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しな

ければならない。 

２ 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示をうけてないときは、高

級な品質を有するものを納入しなければならない。 

３ 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要

なことは、甲の指示によらなければならない。 

（検  査） 

第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書正副２通を提出し、立ち会いの上、甲の検

査を受けなければならない。 

２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべ

て乙の負担とする。 

３ 乙は、第１項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立て

ることができないものとする。  

（手直し、補強又は取替え） 

第３条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第１項の検査に合格しなかったときは、甲の指定

した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取り替えて検査を受けなければならない。 

（給付の完了） 

第４条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。 

２ 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。 

（危険負担） 

第５条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に

帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 

（契約不適合責任） 

第６条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契

約不適合」という。）があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の

追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲

が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完請求」と



いう。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 

４ 追完請求、前項に規定する代金の減額請求（以下「代金減額請求」という。）、損害賠償の請

求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることはで

きない。 

５ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から１年以内にその旨を乙に

通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求

及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大

な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

（代金の支払等） 

第８条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日か

ら30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限

りでない。 

（分  納） 

第９条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求す

ることができる。 

（乙の請求による契約履行期限の延長） 

第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入するこ

とができないときは、甲に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により、期限の延長

を求めることができる。この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面によ

り延長日数を定めるものとする。 

（契約の解除） 

第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認

められるとき。 

(2) 正当な理由なく、第６条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。 

第 11 条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することが

できない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 

(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、こ

の契約の入札に関して地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第２項第２号に

該当すると認めたとき。 

第 11 条の３ 甲は、第 11 条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるもの

であるときは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

２ 甲は、前２条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができ

る。 

３ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償

を請求することはできない。 

４ 甲は、前２条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支

払って当該部分の所有権を取得するものとする。 

５ 前２条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の 10分の１に相当す



る額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を

解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由

によるものであるときは、この限りでない。 

６ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

７ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するも

のとする。 

（暴力団等の排除） 

第12条 甲は、次条第1号の意見聴取又は警察からの通報により、乙が次の各号のいずれかに該当す

る者（以下「暴力団等」という。）であると判明した場合は、特別の事情がある場合を除き、契

約を解除するものとする。 

(1) 暴力団排除条例(平成 22年兵庫県条例第 35号)第 2条第 1号に規定する暴力団及び第 3号に規

定する暴力団員 

(2) 暴力団排除条例施行規則（平成 23 年兵庫県公安委員会規則第 2 号）第 2 条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者   

２  前条第 3項から第 7項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

（情報の利用） 

第13条  甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができるものとする。 

(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講

ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 

（警察の捜査への協力） 

第 14 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、

甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。 

（適正な労働条件の確保） 

第 15 条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の

確保に関する特記事項」を守らなければならない。 

（履行遅延の場合の違約金） 

第16条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契

約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年１０．７５パーセントの

割合で計算した額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、第３条の手直し、補強又は取替えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を

支払わなければならない。 

３ 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとす

る。 

（賠償の予約） 

第17条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者

が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の２に相当

する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。物品の納入後も同

様とする。 

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６による刑が確定したとき。 

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。）第61条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、

排除措置命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定により抗告

訴訟を提起した場合を除く。 

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。た

だし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定に

より抗告訴訟を提起した場合を除く。 

(5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲が

その超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（契約の変更、中止） 



第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更

し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要が

あると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（事情の変更） 

第 19 条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著

しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更す

ることができる。 

（調査への協力） 

第 20 条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、

乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請す

ることができる。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、こ

の契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。 

（協  議） 

第 21 条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則

（昭和３９年兵庫県規則第３１号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。  

ただし、本契約を契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者に関す

る電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

               甲 兵 庫 県  神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

 

                        兵庫県知事 齋藤 元彦 

 

 

               乙 住 所   

                 会 社 名   

                 代 表 者 名   



（別　表）

品　　目 メーカー 型式 数　量

気化式冷風機 60台

災害用暖房機器 60台

納入場所：兵庫県災害対策センター及び県内備蓄倉庫　４箇所（詳細は仕様書のとおり）



「適正な労働条件の確保に関する特記事項」 

（基本的事項） 

第１ 乙は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の各号の

いずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和34年法律第137号）第

３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条

の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働

条件を確保しなければならない。 

(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定 

する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。) 

(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下 

「労働者派遣法」という。）の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者（以 

下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。) 

２  乙は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第１から第５までの規

定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。 

（受注関係者に対する措置） 

第２ 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく

業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方（以下「受注関係者」という。）は、労

働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。）

が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、そ

の写し（第１の第２項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写

しを含む。）を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の

一部について請け負った者（以下「下請関係者」という。）が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、

当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わって

いる労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除し

なければならない。 

(1) 乙に対し 第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし 

たとき。 

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に 

送致されたとき。 

（特定労働者からの申出があった場合の措置） 

第３ 甲は、特定労働者から、乙又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていな

い旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 

２ 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報

告を求めることができる。 

３ 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

４ 乙は その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、

解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

５ 乙は、第１項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第２項の報告を求めら

れたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。 

６ 乙は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該下

請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなければ

ならない。 

７ 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第５項、第４の第２項、第４項及び第５の各項の規

定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置） 

第４ 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受

けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況

を甲に報告しなければならない。 



３ 甲は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意

見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者

に行うことを求めるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払

の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。 

（労働基準監督署から行政指導があった場合の措置） 

第５ 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の

違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲

に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、その

旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、下請関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指

導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければな

らない。 

４ 乙は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基

準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告

の内容を甲に報告しなければならない。 

（契約の解除） 

第６ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 乙が、甲に対し 第４の第２項、第５の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

(2) 乙が、甲に対し 第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。（乙が、第２の第１項の誓約をした受注関係者に対して、第４の第３項に規定する指導及び第

４の第４項、第５の第３項又は第４項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者

が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。） 

(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反した

として、検察官に送致されたとき。 (乙が第２の第４項の規定により、当該受注関係者と締結している契

約を解除したときを除く。) 

（損害賠償） 

第７ 乙は、第６の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求

することはできない。 

（違約金） 

第８ 乙は、第６の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなけれ

ばならない。 

 

別表（第１関係） 

 労働関係法令 

（１） 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（２） 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号） 

（６） 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）  

（７） 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律第 76号） 

（８） 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 

（９） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（10） 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号) 

（11） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84号) 



 

誓 約 書 

 

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排除に協

力するため、下記のとおり誓約する。 

 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団

及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと 

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置につ

いて異議を述べないこと 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

住  所  

会 社 名  

代表者名                  

電  話 

電子メール 

 



   

 

誓 約 書 

 

下記１の契約（以下「本契約」という。）に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するた
め、下記２の事項を誓約する。 

記 
１ 契約名 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 
２ 誓約事項 
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別
表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速や
かに県へ報告を行うこと。 
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。 
イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 

(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする
場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、
その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。）が 200 万円を超えるとき
は、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 

(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者
の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 

(5) 本契約に基づく業務において､次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求
その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
イ 最低賃金法第 4条第 1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

所 在 地  

名 称  

代表者職氏名                

電 話 

電子メール 

別表（誓約事項(1)関係） 

 

 

 

 

 

 

労働関係法令 

（１） 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（２） 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号） 

（６） 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88号） 

（７） 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律第 76号） 

（８） 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 

（９） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（10） 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号) 

（11） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84号) 



様式８（第５の 16関係） 

（誓約書） 

 

誓  約  書 

 

 下記１の契約（以下「本契約」という。）に係る契約保証金の免除について、下記２

の事項を誓約する。 

 

記 

 

１ 契約名 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式の購入 

 

２ 誓約事項 

 ⑴ 次の契約について、すべて誠実に履行したこと。 

契約履行年月日 契 約 名   契約金額 契約の相手方    

    

 
⑵ 本契約についても、誠実に履行すること。 

 

⑶ 上記⑴及び⑵に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行

う一切の措置について異議を述べないこと。 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

                   所 在 地 

                   名 称 

                   代表者職氏名 

                   電 話 

                   電子メール 



様式８（第５の 16関係） 

（誓約書） 

 

［留意事項］ 

 誓約書の２⑴には、過去２年間（注１）に国（公社・公団を含む。）、地方公共団体

その他知事が指定する公共的団体（注２）とその契約と種類（注３）及び規模（注４）

をほぼ同じくする（注５）契約を数回以上（注６）にわたって締結し、履行したものの

みを記入すること。また、その契約実績が確認できる書類（契約書（変更契約書を含

む。）の写し、履行実績証明書等のいずれか）を添付すること。ただし、入札参加申込

時等に提出したものと同一のものであれば添付不要とする。 
 

（注１）「過去２年間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。 

（注２）「その他知事が指定する公共的団体」とは、兵庫県住宅供給公社､兵庫県道路公社､兵

庫県土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金､基本金その他これらに準ずるもの

の 2分の 1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。 

（注３）「種類」とは、次表のとおりとする。（例示） 

区 分 種  類 

物品関係役務の調

達契約 

・製造の請負 

・物件の買入れ、借入れ 

・測量・建設コンサルタント等業務以外の役務の調達 

（注４）「規模」とは、契約金額をいう。ただし、長期継続契約による場合は、契約書に月額

の記載があるときは、契約金額に 12を乗じて得た金額とし、月額の記載がないときは、

契約総額を契約月数で除した額に 12を乗じて得た金額を指すものとする。 

（注５）「ほぼ同じくする」とは、契約予定金額の７割に相当する金額以上のものをいう。 

（注６）「数回以上」とは、２回以上をいう。 

    


